
豊田市信用保証料緊急経済対策 
補助金交付要綱  

 
 
（趣旨） 
第１条  この要綱は、豊田市補助金等交付規則（昭和４５年規則第３４号）に定

めるもののほか、セーフティネット２号、４号及び５号認定関連融資資金（以
下これらを「対象融資資金」という。）に係る信用保証料に対する補助金の交
付に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 
（定義） 
第２条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、以下のとおりとする。 

セーフティネット２号、４号及び５号認定関連融資資金  
中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）第２条第５項第２号、４号及び第５

号の規定による認定を受けることを条件とする融資資金をいう。 
 
（補助金の交付目的） 
第３条 この補助金は、市内の中小企業者が借り入れた対象融資資金に係る信用保証料の一

部を補助することにより、当該中小企業者を支援し、もって本市の商工業の活性化を図る
ことを目的とする。 

 
（補助対象） 
第４条  補助金の交付対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 
（１）市内に住所（法人の場合は、本店の所在地）を有すること。 
（２）市内に事業所を有すること。 
（３）愛知県信用保証協会の保証決定を受けていること。 
（４）信用保証料を一括で支払っていること。 
（５）市内において対象融資資金を運用すること。 
（６）市税を滞納していないこと。 
（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。

以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」と
いう。）でないこと。 

（８）暴対法第２条第２号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）が
役員等になっていないこと。 

（９）暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと。 
 
（補助金額等） 
第５条  補助金の額は、一括支払いした信用保証料の額に、融資金額から借換資



金の額を控除した額を融資金額で除して得た割合（百分率で小数点第２位以下
切捨て）を乗じて得た額とする。 

２ 前項の場合において、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これ
を切り捨てるものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、補助金の額は、１の申請につき１００万円を限
度とする。 

 
（補助金交付の除外） 
第６条 対象融資資金に係る融資制度によって認められた既往債務の返済猶予に

係る信用保証料については、この補助金の交付の対象としない。 
 
（交付の申請） 
第７条  補助金の交付の申請をしようとする補助事業者は、信用保証料緊急経済対策補

助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号）に、別表に掲げる書類を添付し、対象
融資資金を借り入れた日から起算して１４日以内に市⾧に提出しなければならない。 

（１）信用保証料を一括で支払ったことを証明する書類又はその写し 
（２）信用保証書の写し 
（３）法人登記簿謄本又はその写し 
（４）役員名簿 
（５）その他市⾧が必要と認める書類 
 
（交付の決定） 
第８条  市⾧は、前条の規定により補助金の交付申請及び実績報告があったときは、その内

容を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付の決定及び交付す
べき補助金の額の確定をし、豊田市信用保証料緊急経済対策補助金交付決定通知書兼確定
通知書（様式第２号）により、補助事業者に通知するものとする。 

２ 市⾧は、本補助金の交付事務に必要な内容に関し、申請者の同意を得た上で、法人・任
意団体等の場合は市税の収納状況を、個人・個人事業主等の場合は住民基本台帳の閲覧及
び市税の収納状況を確認することができる。 

 
（補助金の交付） 
第９条  前条の通知を受けた補助事業者は、速やかに所定の請求書を市⾧に提出しなければ

ならない。 
２ 市⾧は、前項の請求書が提出されたときは、遅滞なく補助金を交付するものとする。 
 
（繰上償還による補助金の返還） 
第１０条 補助金の交付を受けた補助事業者は、豊田市信用保証料補助金の対象外制度又は

自己資金等により借入金の繰上償還を行い、信用保証料の一部の返戻を受けたとき、又は
返戻を受けることが確実であるときは、既に交付を受けた補助金額から、返戻額を基に算



出した繰り上げ償還後の補助金額を控除した額を市⾧に返還しなければならない。 
２ 前項の繰上償還後の補助金額は、繰上償還した対象融資資金を借り入れる際に一括支払

いした信用保証料の額から、繰上償還伴う信用保証料の返戻額を控除した額に対象融資割
合及び補助率を乗じて得た額とする。 

 
（調査等） 
第１１条 市⾧は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、取扱金融機関及び補助金

の交付を受けた補助事業者に対して、指示をし、調査を行い、又は報告を求めることがで
きる。 

 
（交付決定の取消し） 
第１２条 市⾧は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決
定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させ
るものとする。 
（１）提出書類に虚偽の事項を記載して補助金の交付を受けたとき。 
（２）第４条第７号から第９号までのいずれかに該当したとき。 
 
（委任） 
第１３条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市⾧が別に定める。 
 

附  則 
（施行期日） 
１  この要綱は、令和２年３月６日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（要綱の失効） 
２  この要綱は、令和３年３月３１日（以下「失効期日」という。）限り、その

効力を失う。ただし、施行日から失効期日までに融資が実行されたものについ
ては、引き続きその効力を有する。 

 
附  則 

（施行期日） 
この要綱は、令和２年３月１７日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 
附  則 

（施行期日） 
この要綱は、令和３年１月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 
附  則 

（施行期日） 
１  この要綱は、令和３年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 



（要綱の失効） 
２  この要綱は、令和４年３月３１日（以下「失効期日」という。）限り、その

効力を失う。ただし、施行日から失効期日までに融資が実行されたものについ
ては、引き続きその効力を有する。 

 
附  則 

（施行期日） 
１  この要綱は、令和４年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（要綱の失効） 
２  この要綱は、令和５年３月３１日（以下「失効期日」という。）限り、その

効力を失う。ただし、施行日から失効期日までに融資が実行されたものについ
ては、引き続きその効力を有する。 

 
附  則 

（施行期日） 
１  この要綱は、令和５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（要綱の失効） 
２  この要綱は、令和６年３月３１日（以下「失効期日」という。）限り、その

効力を失う。ただし、施行日から失効期日までに融資が実行されたものについ
ては、引き続きその効力を有する。 

 
附  則 

（施行期日） 
１  この要綱は、令和６年３月４日（以下「施行日」という。）から施行し、同

年１月２６日より遡及適用する。 
（要綱の失効） 

２  この要綱は、令和７年３月３１日（以下「失効期日」という。）限り、その
効力を失う。ただし、施行日から失効期日までに融資が実行されたものについ
ては、引き続きその効力を有する。 

 
附  則 

（施行期日） 
この要綱は、令和６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 



別表（第７条関係） 

添 付 書 類 

区   分 添  付  書  類 

セーフティネット２号、４
号及び５号認定関連融資資
金 

1. 信用保証料を一括で支払ったことを証明する書類又
はその写し 

2. 信用保証書の写し 
3. 法人登記簿謄本又はその写し 
4. 借換えをしている場合は、それを証明する書 

（約定利息を含まない元金が分かるもの） 
5. 役員名簿 
6. その他市⾧が必要と認める書類 

 
 



信用保証料緊急経済対策補助金交付申請書兼実績報告書 
（セーフティネット２号、４号及び５号認定関連融資資金） 

 
豊 田 市 ⾧  様 
 
対象融資資金に係る信用保証料を支払いましたので、豊田市信用保証料緊急経済対策補助金交付要綱

第７条の規定により、次のとおり補助金の交付を申請します。なお、豊田市信用保証料補助金の対象外
制度又は自己資金等で繰上償還（保証期日より早く完済）し、愛知県信用保証協会から信用保証料が返
戻された場合は、豊田市信用保証料緊急経済対策補助金交付要綱第 10 条の規定に基づき、残存期間分に
相当する補助金を返還します。 

対象融資資金 セーフティネット２号、４号及び５号認定関連融資資金 

信用保証決定日       年    月    日 

融資資金借入日       年    月    日 

融資金額等 

融資金額    A        千円 
借換資金の額  Ｂ        千円 
新規借入金額  Ａ－Ｂ       千円   

対象融資割合（(A－B)／Ａ） Ｃ      .  ％ ※１ 

信用保証料額 Ｄ       円 

信用保証料支払日       年    月    日 

補助対象信用保証料 Ｄ       円 ×Ｃ      .   ％＝Ｅ      円 ※２ 

補助金額 E               円 × １００％ ＝      ０ ０ ０円 ※３ 

補助金申請額         円 ※4 （補助金上限額 １，０００，０００円） 
（備考）※１:小数点第２位以下切捨て   
        ※２:小数点以下切捨て 

※３:千円未満切捨て         
※４:（Ｅ×１００％）と１００万円のいずれか少ない方の額 

 
  年  月  日 

（申請者）住  所  
 
                   法 人 名 ・ 商 号 
 
                   氏  名             
 

上記申請者が信用保証料を支払ったことを確認しました。 
  

所在地: 
金融機関名・支店名: 
担当者氏名・連絡先: 

 
 

様式第１号（第７条関係） 



様式第２号（第８条関係） 

 
豊   発 第   号 

   年  月  日 
 

 様  
 

  豊田市⾧        印  
 
 

豊田市信用保証料緊急経済対策補助金交付決定通知書兼確定通知書 
 
 

年  月  日付けで交付申請のありました   年度信用保証料緊急
経済対策補助金について、豊田市信用保証料緊急経済対策補助金交付要綱第８条
の規定に基づき、下記のとおり交付の決定及び交付すべき補助金の額を確定し、
通知します。 
 

記 
 
対象融資資金（略称）  
保証番号  
融資資金借入日  
補助対象融資額  
補助対象信用保証料  
補助率       ％ 
補助金額       円 
 
※信用保証料補助金の対象外制度又は自己資金等で繰上償還（保証期日より早く

完済）し、愛知県信用保証協会から信用保証料が返戻された場合、豊田市信用
保証料緊急経済対策補助金交付要綱第１０条の規定に基づき、残存期間分に相
当する補助金は返還していただきます。 

 
 
 
 
 


